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・ 前年度と比較して給水収益（＝料金収入）が 2,100万円減少（▲1.3％）、受託工事収益が 5,300

万円増加（+1,703.0％）。長期前受金戻入の増加により営業外収益が 1,800万円増加（+12.2％）、

特別利益が 2,300 万円減少（▲85.4％）し、総収益は全体で 2,800 万円（+1.6％）の増加となっ

た。

・ 前年度と比較して維持管理費が 1億 1,800万円増加（+13.1％）し、資産減耗費、特別損失の増

加などにより、総費用は全体で 3億 8,400万円の増加（+24.3％）となった。

・ この結果、当年度純利益は、前年度比で 3億 5,400万円減（▲193.2%）の▲1億 7,100万円とな

った。
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工業用水道事業

H10 H20 H28 H29 H30 R1 R2

総収益 2,648 2,126 1,899 1,892 1,793 1,762 1,791

給水収益 2,471 1,822 1,649 1,579 1,583 1,579 1,558

総費用 2,697 1,502 1,528 1,558 1,594 1,578 1,962

単年度利益 ▲ 49 624 371 334 199 184 ▲ 171

単年度利益（一般会計補助金

長期前受金戻入を除く）
▲ 49 624 337 301 175 164 ▲ 197

契約水量 106,613 77,998 70,561 67,358 66,829 67,114 66,531
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（百万円）

契約水量（千㎥／年）

２ 経営状況の推移

工業用水道事業は、令和２年度末現在で 146事業所（前年度▲4事業所）へ給水している。平成

12 年度以降は毎年度純利益を確保してきたが、令和２年度決算は施設のダウンサイジングによる

特別損失の計上により、２１年ぶりの赤字決算となった。なお、経常利益は確保している。

※ 契約水量 ･･･ 給水事業所と供給契約を締結した一定水量。料金は実際の使用水量にかかわらず契約水量で算定している。

（１）近年の収益動向

平成 5 年度以降料金を据え置いていること、また給水事業所の廃止・撤退などによる契約水

量の減少により、総収益の 8割以上を占める給水収益（料金収入）は年々減少が続いている。

（２）近年の費用動向

・ 平成 27年度以降、総費用は年度により増減はあるが、増加傾向にある。

・ 費用の中核を占める減価償却費及び維持管理費は前者は 1,900万円減少（▲3.1％）し、後者

は柿木浄水場包括委託の計画修繕費の増加等により 1 億 1,800 万円の増加（+13.1％）となっ

た。

・ 支払利息は、企業債残高の減少に伴い減少を続けている。

（３）近年の当年度純利益

・ 平成 12年度以降毎年度「単年度利益」を計上している。これは費用削減や内部留保資金の有

効活用（水道用水供給事業会計への長期貸付）などによって達成してきた。しかし、契約水量

の減少により利益は減少傾向にあり、令和２年度は前年度比で 3 億 5,400 万円減少（▲193.2%）

し、▲1億 7,100万円となった。
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３ 給水原価(令和２年度)･供給単価(令和元年度)

（１）給水原価（令和 2 年度）･･･ 水１㎥を配水するためにかかる費用を示す指標

給水原価は 23.20円/㎥（税抜。前年度比+2.91円/㎥）で、「減価償却費－長期前受金戻入」、

「支払利息」、「維持管理費」及び「その他」の区分による内訳は下図のとおりである。「維持

管理費」が原価の 6割以上を占めていることが特徴である。

（２）供給単価（令和元年度）･･･ 水１㎥を売ると得られる料金収入を示す指標

供給単価は 23.53円で、全国 39の都道府県営工業用水道事業体の中で中位に位置している。

なお、この供給単価は（給水収益÷契約水量）で算定しており、実際の料金とは異なる。

（令和 2年度 23.42円/㎥)

４ 主な経営指標の概況

区 分 指 標 名 望ましい方向 R2 年度実績 R 元年度実績 増減

収 益 性
営業収支比率（％） 92.0 106.0 ▲14.0

経常収支比率（％） 101.2 114.9 ▲13.7

流 動 性 流動比率（％） 100％以上 6,361.0 3,910.9 2450.1

健 全 性 自己資本構成比率（％） 97.3 96.2 1.1

※ 営業収支比率 ……………… 工業用水道事業本来の事業活動の収益力を判断する指標
※ 経常収支比率 ……………… 工業用水道事業本来の事業活動に加え、資金運用など営業

外収支も含めて収益力を判断する指標
※ 流動比率 …………………… １年以内に期限が到来する短期債務の支払能力を示す指標
※ 自己資本構成比率 ………… 負債・資本の合計額に占める自己資本額の割合から、財務

の健全性を判断する指標（「50％以上」が理想的水準）
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（令和元年度地方公営企業年鑑）

39都道府県の供給単価の比較

平均 26.66円

【参考】大阪（企） 供給単価 ： 38.98円

21.93
23.53
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・ 営業収支比率は 100％を下回っており、現時点では営業費用を営業収益で賄なえていない状

況である。経常収支比率は、前年度に引き続き 100％を超えているため、現時点の収益性は良好

な状況と判断できる。しかしながら今後、どちらの比率も給水収益の減少に伴い減少していく

ことが予想される。

→【指標が 100％未満である場合＝損失（営業損益、経常損益段階で赤字）の発生】

・ 平成 28 年度に策定した第 4 次企業局経営 5 か年計画では、計画期間中（平成 29 年度～令和

3年度）、経常収支比率を 100％以上にすることを目標としている。

・ 流動比率は、100％を超えているほか、望ましいとされる 200％を大きく超えており、日々の

資金繰りに問題はないと判断できる。

・ 自己資本構成比率は、平成 11年度の 59.4％を底として年々上昇（＝改善）している。

これは、企業債残高の減少で自己資本の拡充が行われたことによる。

５ 有形固定資産減価償却率 … 有形固定資産の減価償却の進行度から施設・設備の経年化・

老朽化の程度を判断する指標

・ みなし償却制度が廃止になったことから、平成 26年度からは 70％台となった。令和 2年度

は前年度より減少し、67.8％となった。60％台を維持したものの、有形固定資産の経年化の度

合いは高いことが分かる。

おもな資産別減価償却率：建物 38.2％、構築物 73.4％、機械及び装置 59.9％等

・ 平成 28年度に策定した第 4次企業局経営 5か年計画では、計画期間中（平成 29年度～令和 3

年度）、有形固定資産減価償却率を平成 28 年度水準（71.4％）に維持することを目標として

いる。

６ 企業債残高の動向

外部借入金である企業債は、過去 4回に渡り繰上償還を実施したことや平成 12年度以降新たな

企業債を発行していないことによりその残高は年々減少している。

企業債残高は、平成 6 年度末の約 110 億円をピークに年々減少し、令和 2 年度末は 2.7 億円で

財務内容の健全化が進んでいる。

→【ピーク時と比べ 2.5％程度まで債務圧縮を実現】
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７ 経営課題

（１）主な経営課題

① 契約水量減少による経営への影響

② 老朽化施設・設備及び管路の更新や耐震化事業に伴う減価償却費等の増加

③ 契約水量と実使用水量のかい離

（２）課題に対する対応

平成 28年度に策定した第 4次企業局経営 5か年計画に基づき以下のとおり対応する。

①－１ 収支均衡を見通した投資・財政計画

現在の料金水準では、近い将来経常赤字が続く状況になると予測されるため、今後の収

支を慎重に見極め、更なるコスト削減や料金値上げなども含めた経営改善により収支が

均衡となるように計画的に事業を実施していく。

①－２ コスト縮減の徹底

柿木浄水場の管理運営包括委託を引き続き実施するなど、維持管理費の縮減を図る。

施設・設備の実態や今後の契約水量等の動向を十分に踏まえた上で、発注方法の工夫、

技術革新による仕様の見直し、汎用品採用などにより施設・設備の更新コスト縮減につな

げる。

①－３ 管路網を考慮した効率的な販路開拓の実施

契約水量や給水収益は、今後も減少が続くと見込まれるため、管路網を考慮した営業活

動を強化していく。

②－１ 老朽施設・設備の計画的な更新等

優先度を見極めた計画的な施設・設備の更新を実施して、各年度の費用への影響をでき

る限り平準化する。

配水管路は、更新が長期間に及び費用も多額になることが見込まれるため、経営に及ぼ

す影響を見極めながら計画的に進めていく。また、AI 技術を活用した管路診断の導入も

検討し、管路管理の効率化を検討していく。

②－２ アセットマネジメントによる施設等の適正な管理

施設・設備の老朽化が進行し多額の更新財源が必要となる中で、本事業の経営を健全に

維持していくためには、長期的視点に立ち施設の効率的かつ効果的なアセットマネジメ

ント（資産管理）を行い、中長期の効率的な更新需要の把握や計画的な更新につなげてい

く。

③ 料金制度の見直し検討

契約水量と実使用水量のかい離を解消するため、平成 29年度に契約水量の減量を希望

する事業者については、9％を上限に契約水量の変更を行った。

今後は、工業用水道事業の持続的な経営を前提として、受水事業所との意見交換を積極

的に行いながら、双方にとってメリットのある料金制度の検討を行う。
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